
毎
週
火
・
金
曜
日
発
行
（
当
日
が
休
日
に
当
た
る
と
き
は
、
休
日
の
翌
日
）

目

次

告

示

○
公
印
を
新
調
し
そ
の
使
用
を
開
始
す
る
件

七
九

○
産
業
廃
棄
物
処
理
施
設
設
置
の
許
可
の
申
請
が
あ
っ
た
件

七
九

○
大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
変
更
の
届
出
が
あ
っ

た
件
三
件

八
〇

○
県
営
土
地
改
良
事
業
計
画
を
定
め
た
件

八
一

○
県
営
土
地
改
良
事
業
計
画
を
変
更
し
た
件
二
件

八
一

○
保
安
林
の
指
定
施
業
要
件
を
変
更
す
る
予
定
で
あ
る
旨
の
通
知
を
す
る
森
林
所

有
者
等
の
所
在
が
不
分
明
で
あ
る
た
め
当
該
通
知
の
内
容
を
掲
示
し
た
件

八
二

○
道
路
の
区
域
を
変
更
す
る
件
四
件

八
二

公

告

○
土
地
改
良
区
の
役
員
が
就
退
任
し
た
旨
届
出
が
あ
っ
た
件

八
四

○
県
営
土
地
改
良
事
業
の
工
事
が
完
了
し
た
件

八
四

○
落
札
者
を
決
定
し
た
件

八
五

福
島
県
監
査
委
員

○
地
方
自
治
法
に
よ
り
、
包
括
外
部
監
査
の
事
務
を
補
助
す
る
者
の
氏
名
等
を
告

示
す
る
件

八
六

○
監
査
公
表

八
六

告

示

福
島
県
告
示
第
七
十
九
号

公
印
を
次
の
よ
う
に
新
調
し
、
令
和
元
年
七
月
一
日
そ
の
使
用
を
開
始
す
る
。

令
和
元
年
六
月
十
八
日

福
島
県
知
事

内

堀

雅

雄

職
印

番

号

公

印

の

名

称

印

影

公

印

管

理

者

福
島
県
ハ
イ
テ
ク
プ
ラ
ザ
南

相
馬
技
術
支
援
セ
ン
タ
ー
所

20

長
印

福
島
県
ハ
イ
テ
ク
プ
ラ
ザ

南
相
馬
技
術
支
援
セ
ン
タ
ー

所
長

福
島
県
ハ
イ
テ
ク
プ
ラ
ザ
所

長
印
（
福
島
県
ハ
イ
テ
ク
プ

20の３

ラ
ザ
南
相
馬
技
術
支
援
セ
ン

タ
ー
用
）

（
文
書
法
務
課
）

福
島
県
告
示
第
八
十
号

廃
棄
物
の
処
理
及
び
清
掃
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
四
十
五
年
法
律
第
百
三
十
七
号
。
以
下
「
法
」
と

い
う
。
）
第
十
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
産
業
廃
棄
物
処
理
施
設
を
設
置
し
よ
う
と
す
る
者
か
ら
許

可
の
申
請
が
あ
っ
た
の
で
、
次
の
と
お
り
告
示
す
る
。
そ
の
申
請
書
及
び
同
条
第
三
項
に
規
定
す
る
当

該
産
業
廃
棄
物
処
理
施
設
を
設
置
す
る
こ
と
が
周
辺
地
域
の
生
活
環
境
に
及
ぼ
す
影
響
に
つ
い
て
の
調

査
の
結
果
を
記
載
し
た
書
類
を
縦
覧
に
供
す
る
。

な
お
、
こ
の
申
請
に
関
し
利
害
関
係
を
有
す
る
者
は
、
法
第
十
五
条
第
六
項
の
規
定
に
よ
り
、
意
見

書
を
提
出
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

令
和
元
年
六
月
十
八
日

福
島
県
知
事

内

堀

雅

雄

一

申
請
及
び
申
請
書
等
の
縦
覧
に
係
る
事
項

１

申
請
者
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
並
び
に
法
人
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
代
表
者
の
氏
名

株
式
会
社
Ａ
Ｄ
Ｅ
Ｋ
Ａ

代
表
取
締
役

城
詰

秀
尊

東
京
都
荒
川
区
東
尾
久
七
丁
目
二
番
三
十
五
号

２

産
業
廃
棄
物
処
理
施
設
の
設
置
の
場
所

福
島
県
相
馬
市
光
陽
一
丁
目
一
番
一

３

産
業
廃
棄
物
処
理
施
設
の
種
類

廃
棄
物
の
処
理
及
び
清
掃
に
関
す
る
法
律
施
行
令
（
昭
和
四
十
六
年
政
令
第
三
百
号
）
第
七
条

第
五
号
に
規
定
す
る
廃
油
の
焼
却
施
設
兼
同
条
第
十
三
号
の
二
に
規
定
す
る
産
業
廃
棄
物
の
焼
却

施
設

───────────────────────────────────────────────────────────

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
令和元年６月18日 火曜日 福 島 県 報 第13号79



令和元年６月18日 火曜日 福 島 県 報 第13号 80

４

産
業
廃
棄
物
処
理
施
設
に
お
い
て
処
理
す
る
産
業
廃
棄
物
の
種
類

㈠

産
業
廃
棄
物

廃
ア
ル
カ
リ

㈡

特
別
管
理
産
業
廃
棄
物

廃
油
（
揮
発
油
類
、
灯
油
類
及
び
軽
油
類
に
限
り
、
特
定
有
害
産
業
廃
棄
物
で
あ
る
も
の
を

除
く
。
）

５

申
請
年
月
日

令
和
元
年
五
月
三
十
日

６

縦
覧
場
所

㈠

福
島
県
相
双
地
方
振
興
局
県
民
環
境
部
環
境
課

福
島
県
南
相
馬
市
原
町
区
錦
町
一
丁
目
三
十
番
地

㈡

相
馬
市
生
活
環
境
課

福
島
県
相
馬
市
中
村
字
北
町
六
十
三
番
地
の
三

㈢

新
地
町
町
民
課

福
島
県
相
馬
郡
新
地
町
谷
地
小
屋
字
樋
掛
田
三
十
番
地

７

縦
覧
期
間
及
び
縦
覧
時
間

令
和
元
年
六
月
十
八
日
か
ら
令
和
元
年
七
月
十
八
日
ま
で
（
福
島
県
の
休
日
を
定
め
る
条
例
（
平

成
元
年
福
島
県
条
例
第
七
号
）
に
規
定
す
る
県
の
休
日
を
除
く
。
）
の
午
前
九
時
か
ら
午
後
五
時

ま
で

二

意
見
書
の
提
出
に
係
る
事
項

１

提
出
期
限

令
和
元
年
八
月
一
日

２

提
出
先

福
島
県
相
双
地
方
振
興
局
県
民
環
境
部
環
境
課

福
島
県
南
相
馬
市
原
町
区
錦
町
一
丁
目
三
十
番
地

３

意
見
書
の
記
載
事
項
（
い
ず
れ
も
日
本
語
で
記
載
す
る
こ
と
。
）

㈠

提
出
し
よ
う
と
す
る
者
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
並
び
に
法
人
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
代
表

者
の
氏
名

㈡

対
象
事
業
の
名
称

㈢

具
体
的
な
利
害
関
係
の
内
容

㈣

生
活
環
境
の
保
全
上
の
見
地
か
ら
の
意
見

（
産
業
廃
棄
物
課
）

福
島
県
告
示
第
八
十
一
号

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
（
平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号
）
第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
大
規

模
小
売
店
舗
に
つ
い
て
次
の
と
お
り
変
更
の
届
出
が
あ
っ
た
。
な
お
、
当
該
届
出
を
令
和
元
年
六
月
十

八
日
か
ら
同
年
十
月
十
八
日
ま
で
福
島
県
商
工
労
働
部
産
業
振
興
総
室
商
業
ま
ち
づ
く
り
課
、
福
島
県

県
北
地
方
振
興
局
企
画
商
工
部
地
域
づ
く
り
・
商
工
労
政
課
及
び
福
島
市
総
務
部
総
務
課
市
民
情
報
室

に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。

令
和
元
年
六
月
十
八
日

福
島
県
知
事

内

堀

雅

雄

一

大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び
所
在
地

イ
オ
ン
福
島
店

福
島
県
福
島
市
南
矢
野
目
字
西
荒
田
五
〇
番
地
一
七
ほ
か

二

変
更
し
た
事
項

１

大
規
模
小
売
店
舗
を
設
置
す
る
者
の
代
表
者
の
氏
名

（
変
更
前
）
イ
オ
ン
リ
テ
ー
ル
株
式
会
社

代
表
取
締
役

岡
崎

双
一

（
変
更
後
）
イ
オ
ン
リ
テ
ー
ル
株
式
会
社

代
表
取
締
役

井
出

武
美

２

大
規
模
小
売
店
舗
に
お
い
て
小
売
業
を
行
う
者
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
並
び
に
法
人
に
あ
っ

て
は
代
表
者
の
氏
名

（
変
更
前
）
別
紙
書
面
の
と
お
り

（
変
更
後
）
別
紙
書
面
の
と
お
り

三

変
更
し
た
年
月
日

１

大
規
模
小
売
店
舗
を
設
置
す
る
者
の
代
表
者
の
氏
名

平
成
三
十
一
年
三
月
一
日

２

大
規
模
小
売
店
舗
に
お
い
て
小
売
業
を
行
う
者
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
並
び
に
法
人
に
あ
っ

て
は
代
表
者
の
氏
名

別
紙
書
面
の
と
お
り

四

届
出
年
月
日

令
和
元
年
六
月
七
日

五

届
出
を
し
た
者

イ
オ
ン
リ
テ
ー
ル
株
式
会
社

（
「
別
紙
書
面
」
は
、
省
略
し
、
そ
の
書
面
を
縦
覧
場
所
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。
）

（
商
業
ま
ち
づ
く
り
課
）

福
島
県
告
示
第
八
十
二
号

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
（
平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号
）
第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
大
規

模
小
売
店
舗
に
つ
い
て
次
の
と
お
り
変
更
の
届
出
が
あ
っ
た
。
な
お
、
当
該
届
出
を
令
和
元
年
六
月
十

八
日
か
ら
同
年
十
月
十
八
日
ま
で
福
島
県
商
工
労
働
部
産
業
振
興
総
室
商
業
ま
ち
づ
く
り
課
、
福
島
県

県
中
地
方
振
興
局
企
画
商
工
部
地
域
づ
く
り
・
商
工
労
政
課
及
び
郡
山
市
産
業
観
光
部
産
業
政
策
課
に

備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。

令
和
元
年
六
月
十
八
日

福
島
県
知
事

内

堀

雅

雄

一

大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び
所
在
地

シ
ョ
ッ
ピ
ン
グ
モ
ー
ル
フ
ェ
ス
タ

福
島
県
郡
山
市
日
和
田
町
字
小
原
一
番
地

二

変
更
し
た
事
項

１

大
規
模
小
売
店
舗
を
設
置
す
る
者
の
代
表
者
の
氏
名

（
変
更
前
）
イ
オ
ン
リ
テ
ー
ル
株
式
会
社

代
表
取
締
役

岡
崎

双
一

───────────────────────────────────────────────────────────
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━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

（
変
更
後
）
イ
オ
ン
リ
テ
ー
ル
株
式
会
社

代
表
取
締
役

井
出

武
美

２

大
規
模
小
売
店
舗
に
お
い
て
小
売
業
を
行
う
者
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
並
び
に
法
人
に
あ
っ

て
は
代
表
者
の
氏
名

（
変
更
前
）
別
紙
書
面
の
と
お
り

（
変
更
後
）
別
紙
書
面
の
と
お
り

三

変
更
し
た
年
月
日

１

大
規
模
小
売
店
舗
を
設
置
す
る
者
の
代
表
者
の
氏
名

平
成
三
十
一
年
三
月
一
日

２

大
規
模
小
売
店
舗
に
お
い
て
小
売
業
を
行
う
者
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
並
び
に
法
人
に
あ
っ

て
は
代
表
者
の
氏
名

別
紙
書
面
の
と
お
り

四

届
出
年
月
日

令
和
元
年
六
月
七
日

五

届
出
を
し
た
者

イ
オ
ン
リ
テ
ー
ル
株
式
会
社

株
式
会
社
日
和
田
シ
ョ
ッ
ピ
ン
グ
モ
ー
ル

（
「
別
紙
書
面
」
は
、
省
略
し
、
そ
の
書
面
を
縦
覧
場
所
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。
）

（
商
業
ま
ち
づ
く
り
課
）

福
島
県
告
示
第
八
十
三
号

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
（
平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号
）
第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
大
規

模
小
売
店
舗
に
つ
い
て
次
の
と
お
り
変
更
の
届
出
が
あ
っ
た
。
な
お
、
当
該
届
出
を
令
和
元
年
六
月
十

八
日
か
ら
同
年
十
月
十
八
日
ま
で
福
島
県
商
工
労
働
部
産
業
振
興
総
室
商
業
ま
ち
づ
く
り
課
、
福
島
県

県
南
地
方
振
興
局
企
画
商
工
部
地
域
づ
く
り
・
商
工
労
政
課
及
び
西
郷
村
産
業
振
興
課
に
備
え
置
い
て

縦
覧
に
供
す
る
。

令
和
元
年
六
月
十
八
日

福
島
県
知
事

内

堀

雅

雄

一

大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び
所
在
地

イ
オ
ン
西
郷
シ
ョ
ッ
ピ
ン
グ
セ
ン
タ
ー

福
島
県
西
白
河
郡
西
郷
村
大
字
小
田
倉
字
岩
下
一
一
番

地
ほ
か

二

変
更
し
た
事
項

１

大
規
模
小
売
店
舗
を
設
置
す
る
者
の
代
表
者
の
氏
名

（
変
更
前
）
イ
オ
ン
リ
テ
ー
ル
株
式
会
社

代
表
取
締
役

岡
崎

双
一

（
変
更
後
）
イ
オ
ン
リ
テ
ー
ル
株
式
会
社

代
表
取
締
役

井
出

武
美

２

大
規
模
小
売
店
舗
に
お
い
て
小
売
業
を
行
う
者
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
並
び
に
法
人
に
あ
っ

て
は
代
表
者
の
氏
名

（
変
更
前
）
別
紙
書
面
の
と
お
り

（
変
更
後
）
別
紙
書
面
の
と
お
り

三

変
更
し
た
年
月
日

１

大
規
模
小
売
店
舗
を
設
置
す
る
者
の
代
表
者
の
氏
名

平
成
三
十
一
年
三
月
一
日

２

大
規
模
小
売
店
舗
に
お
い
て
小
売
業
を
行
う
者
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
並
び
に
法
人
に
あ
っ

て
は
代
表
者
の
氏
名

別
紙
書
面
の
と
お
り

四

届
出
年
月
日

令
和
元
年
六
月
七
日

五

届
出
を
し
た
者

イ
オ
ン
リ
テ
ー
ル
株
式
会
社

（
「
別
紙
書
面
」
は
、
省
略
し
、
そ
の
書
面
を
縦
覧
場
所
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。
）

（
商
業
ま
ち
づ
く
り
課
）

福
島
県
告
示
第
八
十
四
号

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
八
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
西
向

地
区
に
係
る
県
営
農
山
村
地
域
復
興
基
盤
総
合
整
備
事
業
（
農
地
整
備
事
業
（
経
営
体
育
成
型
）
）
を

行
う
た
め
土
地
改
良
事
業
計
画
を
定
め
た
。
こ
の
決
定
に
係
る
関
係
書
類
を
次
の
と
お
り
縦
覧
に
供
す

る
。

令
和
元
年
六
月
十
八
日

福
島
県
知
事

内

堀

雅

雄

一

縦
覧
に
供
す
る
書
類

土
地
改
良
事
業
計
画
書
の
写
し

二

縦
覧
の
期
間

令
和
元
年
六
月
十
九
日
か
ら
（
二
十
日
間
）

同

年
七
月
八
日
ま
で

三

縦
覧
の
場
所

田
村
市
役
所

（
農
村
計
画
課
）

福
島
県
告
示
第
八
十
五
号

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
八
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
安
達

東
部
地
区
に
係
る
県
営
広
域
営
農
団
地
農
道
整
備
事
業
を
行
う
た
め
の
土
地
改
良
事
業
計
画
を
変
更
し

た
。
こ
の
変
更
後
の
関
係
書
類
を
次
の
と
お
り
縦
覧
に
供
す
る
。

令
和
元
年
六
月
十
八
日

福
島
県
知
事

内

堀

雅

雄

一

縦
覧
に
供
す
る
書
類

土
地
改
良
事
業
変
更
計
画
書
の
写
し

二

縦
覧
の
期
間

令
和
元
年
六
月
十
九
日
か
ら
（
二
十
日
間
）

同

年
七
月
八
日
ま
で

三

縦
覧
の
場
所
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二
本
松
市
役
所
及
び
本
宮
市
役
所

（
農
村
計
画
課
）

福
島
県
告
示
第
八
十
六
号

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
八
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
原
町

東
地
区
に
係
る
県
営
農
山
村
地
域
復
興
基
盤
総
合
整
備
事
業
（
農
地
整
備
事
業
）
を
行
う
た
め
の
土
地

改
良
事
業
計
画
を
変
更
し
た
。
こ
の
変
更
後
の
関
係
書
類
を
次
の
と
お
り
縦
覧
に
供
す
る
。

令
和
元
年
六
月
十
八
日

福
島
県
知
事

内

堀

雅

雄

一

縦
覧
に
供
す
る
書
類

土
地
改
良
事
業
変
更
計
画
書
の
写
し

二

縦
覧
の
期
間

令
和
元
年
六
月
十
九
日
か
ら
（
二
十
日
間
）

同

年
七
月
八
日
ま
で

三

縦
覧
の
場
所

南
相
馬
市
役
所

（
農
村
計
画
課
）

福
島
県
告
示
第
八
十
七
号

森
林
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号
）
第
三
十
三
条
の
三
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第

三
十
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
保
安
林
の
指
定
施
業
要
件
を
変
更
す
る
予
定
で
あ
る
旨
の
通
知

を
す
る
相
手
方
の
う
ち
次
に
掲
げ
る
者
に
つ
い
て
は
、
そ
の
所
在
が
不
分
明
で
あ
る
た
め
、
同
法
第
百

八
十
九
条
の
規
定
に
よ
り
当
該
通
知
の
内
容
を
西
会
津
町
役
場
の
掲
示
場
に
掲
示
し
た
。
当
該
通
知
の

内
容
の
要
旨
は
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

令
和
元
年
六
月
十
八
日

福
島
県
知
事

内

堀

雅

雄

一

所
在
の
不
分
明
な
者
の
氏
名

東
日
本
旅
客
鉄
道
株
式
会
社

成
田
均

斎
藤
喜
久
子

佐
藤
久
八

齋
藤
一
男

佐
藤
義
夫

佐
藤
信
淸

長
谷
川
宗
三

遠
藤
常
市

五
十
嵐
芳
雄

後
藤
常
雄

矢
部
伊
参
美

小
椋
イ
シ

新
田
サ
ダ

新
田
吉
榮

新
田
三
郎

二

通
知
の
内
容
の
要
旨

１

保
安
林
の
指
定
施
業
要
件
を
変
更
す
る
予
定
で
あ
る
こ
と
。

２

当
該
変
更
に
係
る
保
安
林
の
所
在
場
所
及
び
変
更
後
の
指
定
施
業
要
件
に
つ
い
て
は
、
保
安
林

の
指
定
施
業
要
件
を
変
更
す
る
予
定
で
あ
る
件
（
平
成
三
十
一
年
福
島
県
告
示
第
百
九
十
六
号
）

に
よ
る
こ
と
。

３

当
該
告
示
の
内
容
に
つ
い
て
異
議
が
あ
る
と
き
は
、
森
林
法
第
三
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ

り
、
当
該
告
示
の
日
か
ら
三
十
日
以
内
に
意
見
書
を
福
島
県
知
事
に
提
出
す
る
こ
と
が
で
き
る
こ

と
。

（
森
林
保
全
課
）

福
島
県
告
示
第
八
十
八
号

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
県
道
に
つ
い

て
道
路
の
区
域
を
次
の
よ
う
に
変
更
す
る
。
そ
の
関
係
図
面
は
、
福
島
県
土
木
部
道
路
総
室
道
路
計
画

課
及
び
福
島
県
相
双
建
設
事
務
所
で
令
和
元
年
六
月
十
八
日
か
ら
二
週
間
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

令
和
元
年
六
月
十
八
日

福
島
県
知
事

内

堀

雅

雄

変
更
前

敷
地
の
幅
員

延

長

路
線
名

区

間

変
更
後

の

別

（
メ
ー
ト
ル
）

（
メ
ー
ト
ル
）

県
道
広
野

南
相
馬
市
小
高
区
塚
原
字

変
更
前

Ａ

三
一
・
〇
〜

二
〇
・
〇

小
高
線

浜
田
一
四
〇
番
三
地
先
か

三
五
・
〇

ら同

市
小
高
区
塚
原
字

浜
田
一
四
〇
番
三
地
先
ま

で南
相
馬
市
小
高
区
塚
原
字

変
更
後

Ａ

三
一
・
〇
〜

二
〇
・
〇

浜
田
一
四
〇
番
三
地
先
か

三
五
・
〇

ら同

市
小
高
区
塚
原
字

浜
田
一
四
〇
番
三
地
先
ま

で南
相
馬
市
小
高
区
塚
原
字

Ｂ

六
・
五
〜

三
、
二
五
四
・
〇

浜
田
一
四
〇
番
三
地
先
か

九
四
・
五

ら同

市
原
町
区
小
浜
字

野
馬
沢
一
二
四
番
地
先
ま

で

（
道
路
計
画
課
）

福
島
県
告
示
第
八
十
九
号

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
県
道
に
つ
い

て
道
路
の
区
域
を
次
の
よ
う
に
変
更
す
る
。
そ
の
関
係
図
面
は
、
福
島
県
土
木
部
道
路
総
室
道
路
計
画

課
及
び
福
島
県
相
双
建
設
事
務
所
で
令
和
元
年
六
月
十
八
日
か
ら
二
週
間
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

令
和
元
年
六
月
十
八
日



令和元年６月18日 火曜日 福 島 県 報 第13号83

───────────────────────────────────────────────────────────

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

福
島
県
知
事

内

堀

雅

雄

変
更
前

敷
地
の
幅
員

延

長

路
線
名

区

間

変
更
後

の

別

（
メ
ー
ト
ル
）

（
メ
ー
ト
ル
）

県
道
小
浜

南
相
馬
市
原
町
区
小
浜
字

変
更
前

Ａ

六
・
五
〜

四
三
九
・
一

字
町
線

西
内
四
四
番
地
先
か
ら

二
〇
・
四

同

市
原
町
区
小
浜
字

丸
山
一
二
九
番
地
先
ま
で

南
相
馬
市
原
町
区
小
浜
字

変
更
後

Ａ

六
・
五
〜

四
三
九
・
一

西
内
四
四
番
地
先
か
ら

二
〇
・
四

同

市
原
町
区
小
浜
字

丸
山
一
二
九
番
地
先
ま
で

南
相
馬
市
原
町
区
小
浜
字

Ｂ

一
六
・
八
〜

一
五
三
・
六

西
内
四
四
番
地
先
か
ら

五
一
・
〇

同

市
原
町
区
小
浜
字

丸
山
四
一
五
番
地
先
ま
で

南
相
馬
市
原
町
区
小
浜
字

Ｃ

一
六
・
〇
〜

一
八
五
・
四

丸
山
二
四
六
番
地
先
か
ら

三
八
・
八

同

市
原
町
区
小
浜
字

丸
山
一
二
九
番
地
先
ま
で

（
道
路
計
画
課
）

福
島
県
告
示
第
九
十
号

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
県
道
に
つ
い

て
道
路
の
区
域
を
次
の
よ
う
に
変
更
す
る
。
そ
の
関
係
図
面
は
、
福
島
県
土
木
部
道
路
総
室
道
路
計
画

課
及
び
福
島
県
相
双
建
設
事
務
所
で
令
和
元
年
六
月
十
八
日
か
ら
二
週
間
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

令
和
元
年
六
月
十
八
日

福
島
県
知
事

内

堀

雅

雄

変
更
前

敷
地
の
幅
員

延

長

路
線
名

区

間

変
更
後

の

別

（
メ
ー
ト
ル
）

（
メ
ー
ト
ル
）

県
道
北
泉

南
相
馬
市
原
町
区
小
浜
字

変
更
前

Ａ

六
・
五
〜

二
、
四
四
五
・
四

小
高
線

野
馬
沢
一
二
四
番
地
先
か

三
五
・
五

ら同

市
原
町
区
小
沢
字

下
戸
屋
迫
七
番
一
地
先
ま

で南
相
馬
市
原
町
区
小
浜
字

変
更
後

Ａ

六
・
五
〜

二
、
四
四
五
・
四

野
馬
沢
一
二
四
番
地
先
か

三
五
・
五

ら同

市
原
町
区
小
沢
字

下
戸
屋
迫
七
番
一
地
先
ま

で南
相
馬
市
原
町
区
小
浜
字

Ｂ

六
・
五
〜

二
、
四
〇
〇
・
〇

野
馬
沢
一
二
四
番
地
先
か

九
四
・
五

ら同

市
原
町
区
小
沢
字

下
戸
屋
迫
七
番
一
地
先
ま

で

（
道
路
計
画
課
）

福
島
県
告
示
第
九
十
一
号

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
県
道
に
つ
い

て
道
路
の
区
域
を
次
の
よ
う
に
変
更
す
る
。
そ
の
関
係
図
面
は
、
福
島
県
土
木
部
道
路
総
室
道
路
計
画

課
及
び
福
島
県
県
南
建
設
事
務
所
で
令
和
元
年
六
月
十
八
日
か
ら
二
週
間
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

令
和
元
年
六
月
十
八
日

福
島
県
知
事

内

堀

雅

雄

変
更
前

敷
地
の
幅
員

延

長

路
線
名

区

間

変
更
後

の

別

（
メ
ー
ト
ル
）

（
メ
ー
ト
ル
）

県
道
勿
来

東
白
川
郡
鮫
川
村
大
字
赤

変
更
前

一
三
・
六
〜

八
二
・
七

浅
川
線

坂
西
野
字
上
一
二
二
番
一

三
七
・
二

地
先
か
ら

同

郡
同

村
大
字
赤

坂
西
野
字
上
五
八
番
地
先

ま
で

東
白
川
郡
鮫
川
村
大
字
赤

変
更
後

一
三
・
六
〜

八
二
・
七
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坂
西
野
字
上
一
二
二
番
一

五
六
・
一

地
先
か
ら

同

郡
同

村
大
字
赤

坂
西
野
字
上
五
八
番
地
先

ま
で

（
道
路
計
画
課
）

公

告

公
告
第
四
十
八
号

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
十
八
条
第
十
七
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の

と
お
り
土
地
改
良
区
の
役
員
が
退
任
し
、
及
び
就
任
し
た
旨
届
出
が
あ
っ
た
。

令
和
元
年
六
月
十
八
日

福
島
県
知
事

内

堀

雅

雄

土
地
改
良
区
の
名
称

中
島
村
土
地
改
良
区

退
任
し
た
役
員

役
別

氏
名

住
所

理
事

加
藤

幸
一

西
白
河
郡
中
島
村
大
字
川
原
田
字
下
町
九
三
番
地

同

大
木

忠
一

同

郡
同

村
大
字
滑
津
字
中
島
西
一
一
番
地
二

同

大
澤

洋
次
郎

同

郡
同

村
大
字
川
原
田
字
中
屋
敷
八
番
地

同

緑
川

道
春

同

郡
同

村
大
字
川
原
田
字
下
町
七
〇
番
地

同

吉
田

健
司

同

郡
同

村
大
字
二
子
塚
字
西
内
六
〇
番
地
一

同

吉
田

春
夫

同

郡
同

村
大
字
二
子
塚
字
弘
法
塚
山
二
六
番
地

同

折
笠

千
治

同

郡
同

村
大
字
滑
津
字
大
池
向
六
番
地

同

佐
藤

勝
己

同

郡
同

村
大
字
滑
津
字
羽
黒
前
八
六
番
地
ロ
号

同

向
井

茂
雄

同

郡
同

村
大
字
滑
津
字
岡
ノ
内
一
三
四
番
地

同

小
室

晋

同

郡
同

村
大
字
滑
津
字
代
畑
二
五
番
地

同

小
林

光
春

同

郡
同

村
大
字
滑
津
字
小
針
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番
地

同

小
針

勝
郎

同

郡
同

村
大
字
松
崎
字
袴
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番
地
ロ
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同

塩
田

善
宏

同

郡
同

村
大
字
吉
岡
字
迎
久
保
八
番
地

同

矢
吹

健
一

同

郡
同

村
大
字
吉
岡
字
町
畑
一
八
七
番
地

監
事

長
倉

一
丸

同

郡
同

村
大
字
二
子
塚
字
西
内
三
四
番
地

同

水
野
谷

政
男

同

郡
同

村
大
字
滑
津
字
八
幡
前
一
二
番
地

同

近
藤

義
三

同

郡
同

村
大
字
川
原
田
字
嘉
門
屋
敷
四
一
番
地

就
任
し
た
役
員

役
別

氏
名

住
所

理
事

加
藤

幸
一

西
白
河
郡
中
島
村
大
字
川
原
田
字
下
町
九
三
番
地

同

塩
田

哲
弥

同

郡
同

村
大
字
吉
岡
字
迎
久
保
二
七
番
地

同

鈴
木

一
男

同

郡
同

村
大
字
川
原
田
字
上
町
一
四
番
地

同

近
藤

新
一

同

郡
同

村
大
字
川
原
田
字
大
沢
二
二
番
地
一

同

天
倉

光
喜

同

郡
同

村
大
字
吉
岡
字
町
畑
一
八
五
番
地

同

長
倉

一
明

同

郡
同

村
大
字
二
子
塚
字
西
内
一
一
番
地

同

丹
内

光
雄

同

郡
同

村
大
字
二
子
塚
字
後
山
三
四
番
地

同

本
宮

栄

同

郡
同

村
大
字
滑
津
字
中
島
西
四
番
地
四

同

椎
名

正
光

同

郡
同

村
大
字
滑
津
字
新
田
四
六
番
地

同

髙
村

治
男

同

郡
同

村
大
字
滑
津
字
御
蔵
場
一
五
番
地

同

向
井

泰
男

同

郡
同

村
大
字
滑
津
字
岡
ノ
内
四
八
番
地

同

小
林

勝
典

同

郡
同

村
大
字
滑
津
字
小
針
四
二
番
地

同

小
針

竹
広

同

郡
同

村
大
字
滑
津
字
御
城
九
番
地

同

小
針

友
義

同

郡
同

村
大
字
松
崎
字
松
美
八
七
番
地

監
事

吉
田

一
実

同

郡
同

村
大
字
滑
津
字
元
村
八
四
番
地
二

同

吉
田

定
雄

同

郡
同

村
大
字
二
子
塚
字
西
内
五
二
番
地

同

木
村

秋
夫

同

郡
同

村
大
字
川
原
田
字
下
町
九
一
番
地

（
農
村
計
画
課
）

公
告
第
四
十
九
号

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
百
十
三
条
の
三
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
、

滝
池
地
区
に
係
る
県
営
農
村
地
域
復
興
再
生
基
盤
総
合
整
備
事
業
（
農
地
防
災
事
業
（
た
め
池
等
整
備

事
業
（
た
め
池
整
備
工
事
）
）
）
の
工
事
は
平
成
三
十
一
年
三
月
十
四
日
完
了
し
た
の
で
公
告
す
る
。

令
和
元
年
六
月
十
八
日

福
島
県
知
事

内

堀

雅

雄

（
農
村
計
画
課
）
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公 告 第 ５ ０ 号
Ｗ Ｔ Ｏ に 基 づ く 政 府 調 達 に 関 す る 協 定 の 適 用 を 受 け る 物 品 等 の 購 入 に つ い て 、 次 の と

お り 落 札 者 を 決 定 し た の で 、 地 方 公 共 団 体 の 物 品 等 又 は 特 定 役 務 の 調 達 手 続 の 特 例 を 定
め る 政 令 （ 平 成 ７ 年 政 令 第 372号 。 以 下 「 特 例 政 令 」 と い う 。 ） 第 12条 及 び 福 島 県 財 務 規
則 （ 昭 和 39年 福 島 県 規 則 第 17号 ） 第 274条 の 11第 １ 項 の 規 定 に よ り 公 告 す る 。

令 和 元 年 ６ 月 18日
福 島 県 知 事 内 堀 雅 雄

１ 落 札 に 係 る 物 品 等 の 名 称 及 び 数 量
よ う 撃 捜 査 支 援 装 置 60式

２ 契 約 に 関 す る 事 務 を 担 当 す る 課 の 名 称 及 び 所 在 地
福 島 県 出 納 局 入 札 用 度 課 福 島 県 福 島 市 杉 妻 町 ２ 番 16号

３ 落 札 者 を 決 定 し た 日
令 和 元 年 ５ 月 29日

４ 落 札 者 の 氏 名 及 び 住 所
パ ナ ソ ニ ッ ク シ ス テ ム ソ リ ュ ー シ ョ ン ズ ジ ャ パ ン 株 式 会 社 福 岡 県 福 岡 市 博 多 区 美

野 島 四 丁 目 １ 番 62号
５ 落 札 金 額

5 2 , 4 7 0 , 0 0 0円
６ 契 約 の 相 手 方 を 決 定 し た 手 続

一 般 競 争 入 札
７ 特 例 政 令 第 ６ 条 の 公 告 を 行 っ た 日

平 成 31年 ４ 月 ５ 日
（ 入 札 用 度 課 ）

福
島
県
監
査
委
員

───────────────────────────────────────────────────────────

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
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福 島 県 監 査 委 員 告 示 第 １ 号
地 方 自 治 法 （ 昭 和 22年 法 律 第 67号 ） 第 252条 の 32第 ２ 項 の 規 定 に よ り 、 次 の と お り 告 示

す る 。
令 和 元 年 ６ 月 18日

福 島 県 監 査 委 員 長 尾 ト モ 子
福 島 県 監 査 委 員 古 市 三 久
福 島 県 監 査 委 員 美 馬 武 千 代
福 島 県 監 査 委 員 ● 家 惣 一 郎

１ 包 括 外 部 監 査 の 事 務 を 補 助 す る 者 の 氏 名 及 び 住 所

氏 名 住 所

大 出 隆 秀 福 島 県 福 島 市 野 田 町 字 中 ノ 町 69番 地

鈴 木 一 徳 福 島 県 郡 山 市 咲 田 一 丁 目 １ 番 23号

田 中 亮 福 島 県 郡 山 市 堤 下 町 ３ 番 14号 レ ー ベ ン 郡 山 705号

村 上 芳 文 東 京 都 文 京 区 千 駄 木 三 丁 目 13番 ８ 号 久 米 マ ン シ ョ ン 202

２ 当 該 監 査 の 事 務 を 補 助 す る 者 が 包 括 外 部 監 査 人 の 監 査 の 事 務 を 補 助 で き る 期 間
令 和 元 年 ６ 月 18日 か ら 令 和 ２ 年 ３ 月 31日 ま で

（ 監 査 総 務 課 ）

監 査 公 表 第 ４ 号
平 成 31年 ３ 月 26日 監 査 公 表 第 ７ 号 に よ り 公 表 し た 監 査 結 果 に つ い て 、 地 方 自 治 法 （ 昭

和 22年 法 律 第 67号 ） 第 199条 第 12項 の 規 定 に 基 づ き 、 福 島 県 教 育 委 員 会 教 育 長 か ら 次 の と
お り 措 置 状 況 の 通 知 が あ っ た の で 、 同 項 の 規 定 に よ り こ れ を 公 表 す る 。

令 和 元 年 ６ 月 18日
福 島 県 監 査 委 員 長 尾 ト モ 子
福 島 県 監 査 委 員 古 市 三 久
福 島 県 監 査 委 員 美 馬 武 千 代
福 島 県 監 査 委 員 ● 家 惣 一 郎

元 教 財 第 2 2 3 号
令 和 元 年 ５ 月 23日

福 島 県 監 査 委 員 長 尾 ト モ 子
福 島 県 監 査 委 員 古 市 三 久

様
福 島 県 監 査 委 員 美 馬 武 千 代
福 島 県 監 査 委 員 ● 家 惣 一 郎

福 島 県 教 育 委 員 会 教 育 長 鈴 木 淳 一 □印
定 期 監 査 に 係 る 措 置 状 況 に つ い て （ 通 知 ）

平 成 31年 ３ 月 14日 付 け 30福 監 第 303号 で 報 告 の あ り ま し た こ の こ と に つ い て 、 別 紙 の と
お り 措 置 を 講 じ ま し た の で 、 地 方 自 治 法 第 199条 第 12項 の 規 定 に よ り 通 知 し ま す 。

（ 別 紙 ）
定 期 監 査 に 係 る 措 置 状 況 に つ い て

監 査 対 象 機 関 保 原 高 等 学 校
監 査 対 象 年 度 平 成 29年 度 、 平 成 30年 度
監 査 実 施 年 月 日 平 成 31年 ３ 月 13日

指 摘 事 項 措 置 状 況

「 指 摘 事 項 」
社 会 保 険 料 の 届 出 ・ 納 付 手 続 に 著 し く 今 般 の 事 案 は 、 担 当 者 の 事 務 処 理 に つ

適 正 を 欠 い て い る も の が あ る 。 い て 、 学 校 内 で の 確 認 が 不 十 分 で あ っ た
「 事 実 」 こ と 、 誤 っ た 事 務 処 理 の 原 因 究 明 を 後 回
１ 常 勤 講 師 Ａ の 給 与 改 定 に 伴 う 期 末 し に し た こ と が 原 因 で す 。
勤 勉 手 当 （ 平 成 29年 ６ 月 分 ） の 差 額 １ 被 保 険 者 賞 与 支 払 届 は 、 平 成 31年
分 に つ い て は 、 平 成 29年 12月 26日 に １ 月 29日 に 年 金 事 務 所 に 提 出 し ま し

───────────────────────────────────────────────────────────

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
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━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
支 給 し て い る が 、 所 管 年 金 事 務 所 へ た 。
被 保 険 者 賞 与 支 払 届 を 提 出 す べ き と 当 該 届 出 に 基 づ き 、 同 年 ２ 月 21日
こ ろ 失 念 し た た め 、 社 会 保 険 料 の 個 に社会保険料の差額分の請求があり、
人 負 担 分 と し て 1 4 0円 を 歳 入 歳 出 外 歳 入 歳 出 外 現 金 1 4 0円 と 教 職 員 費 の
現金に受け入れたままとなっている。 共 済 費 142円 の 合 計 282円 を 同 年 ２ 月

２ 常 勤 講 師 Ｂ に 係 る 平 成 30年 １ 月 分 28日 に 支 出 し ま し た 。
と 給 与 改 定 に 伴 う 差 額 分 の 社 会 保 険 ２ 歳 入 歳 出 外 現 金 か ら 誤 っ て 払 い 出
料 に つ い て は 、 同 年 ２ 月 28日 に 支 出 し た 264円 に つ い て は 、 平 成 30年 ４ 月
し て い る が 、 介 護 保 険 料 の 事 業 主 負 27日 に 教 職 員 費 の 共 済 費 か ら 124円 、
担 分 と し て 2 6 4円 を 教 職 員 費 の 共 済 平 成 31年 ２ 月 28日 に 同 費 目 か ら 14 0
費 か ら 支 出 す べ き と こ ろ 、 歳 入 歳 出 円 を 補 填 処 理 し ま し た 。
外 現 金 か ら 払 い 出 し て い る 。 ３ 教 職 員 費 の 共 済 費 か ら 支 出 し た

３ 上 記 １ 及 び ２ の 誤 り に 気 付 か ず 、 4 7 , 4 5 6円 に つ い て は 、 平 成 30年 ５ 月
同 年 ２ 月 分 の 社 会 保 険 料 を 支 払 い し 31日 に 調 整 、 処 理 を 行 い ま し た 。
た こ と に よ り 、 歳 入 歳 出 外 現 金 の 残 今 後 は 、 当 該 事 案 を 踏 ま え た 再 発 防 止
高 が 1 2 4円 赤 字 と な っ た こ と に つ い 策 と し て 、 社 会 保 険 料 の 該 当 者 リ ス ト と
て 、 原 因 の 確 認 を 怠 っ た ま ま 、 同 年 支 払 額 と の 照 合 を 複 数 職 員 で 行 う こ と を
４ 月 27日 に 教 職 員 費 の 共 済 費 か ら 補 徹 底 い た し ま す 。
填 処 理 し た た め 、 長 期 に 渡 り 誤 払 状
態 と な っ て い る 。

４ 常 勤 講 師 Ｂ に 係 る 同 年 ３ 月 分 の 社
会 保 険 料 を 同 年 ４ 月 27日 に 支 払 っ て
い る が 、 個 人 負 担 分 の 4 7 , 4 5 6円 を 歳
入 歳 出 外 現 金 か ら 払 い 出 す べ き と こ
ろ 、 教 職 員 費 の 共 済 費 か ら 支 出 し て
い る 。

「 是 正 、 留 意 ・ 改 善 の 意 見 」
社 会 保 険 料 の 事 務 手 続 及 び 支 払 事 務 に

当 た っ て は 、 関 係 規 程 に 基 づ き 適 正 に 行
う こ と 。

（ 監 査 総 務 課 ）


